
令和５年度～令和９年度
一般競争参加資格（造林木等の販売）申請要領

森林整備センターにおける一般競争参加資格（造林木等の販売）により入札

参加を希望する方は、下記、１～３を整備局又は水源林整備事務所のいずれか１

ヶ所に提出してください。

なお、国有林野事業に属する林産物の売払契約に係る一般競争等に参加す

る資格を受けている者については、当機構においても資格を有すると認める

ため、当機構への申請は必ずしも必要ありません。

１．一般競争参加資格審査申請書（造林木等の販売）

申請書は、本店（本社）で作成して提出してください。したがって、申請者は本

店（本社）の代表者となります。なお、平成30年度から令和4年度の申請で必要と

していた申請書類への押印は不要となりました。

申請年月日は提出年月日を、提出先には整備局を記入してください。（水源林整

備事務所に提出する場合も整備局を記入してください。）

２．添付書類

添付書類は下表のとおりです。なお、官公署が行った証明書類については、写真

機・複写機等を使用して機械的な方法により複写したものであり、ほぼ原寸大であ

りかつ、鮮明である写しに限り、写しによって差し支えありません。

造林木等の販売契約における一般競争に参加しようとする者について、木

材の生産、販売又は加工（木材を生産手段として消費するものを含む。）に関

する営業の経験が、２年を超える者に参加資格を与えるものとします。ただ

し、以下の③（１）～（３）の資格等を有している者はこの限りではありま

せん。

区分 添　付　書　類

法人 ①登記事項証明書

②納税証明書（その３の３）

③次の各号の資格等を有している場合、その証明書類

（１）国有林野参加資格

（２）都道府県の登録条例による木材業者の登録

（３）都道府県、市町村その他の公共的団体による木材業者の証明

個人 ①身元証明書

②納税証明書（その３の２）

③次の各号の資格等を有している場合、その証明書類。いずれの資格等を

有していない場合、営業の経験が２年を超えることを証明する書類。

（１）国有林野参加資格

（２）都道府県の登録条例による木材業者の登録

（３）都道府県、市町村その他の公共的団体による木材業者の証明



※納税証明書

直前１年間における法人税又は所得税、消費税及び地方消費税の納入状況についての税

務官署が発行する証明書を提出してください。

※身元証明書

申請者の住所を管轄する市区町村が発行し、同人が契約を締結する能力を有しない者及

び破産者で復権を得ない者でないことについての証明書を提出してください。

３．返信用切手について

平成 30 年度から令和 4 年度の申請で必要としていた資格確認通知書又は通知書用の返
信用切手は不要となりました。



配信申込書記入要領

森林整備センターでは、造林木等販売における一般競争入札の実施にあたり、

より多くの事業体の皆様に参加いただけるよう、入札公告がなされた旨のお知ら

せを希望のあった事業体の皆様へ直接メールまたはファックスにて配信します。

配信の申込は随時受け付けておりますので、一般競争入札に関するお知らせの

配信を希望される方は、配信申込書に所要事項をご記入のうえ、最寄りの整備局

または水源林整備事務所にご提出ください。

配信申込書の「都道府県」欄に記入する都道府県番号は下表のとおりです。な

お、４７～５２の整備局番号を記入した場合、その整備局が管轄する全ての都道

府県の情報を配信します。また、長野県下伊那郡天龍村の一部区域については関

東整備局（５３ ※長野県）、和歌山県東牟婁郡北山村の一部区域については中

部整備局（５４ ※和歌山県）が管轄していますので必要に応じて記入してくだ

さい。

整備局 47 東北北海道 48 関東 49 中部 50 近畿北陸 51 中国四国 52 九州

管
轄
す
る
都
道
府
県

1 北海道 9 福島県 7 富山県 23 石川県 31 鳥取県 40 福岡県

2 青森県 10 茨城県 8 長野県 24 福井県 32 島根県 41 佐賀県

3 岩手県 11 栃木県 20 岐阜県 25 滋賀県 33 岡山県 42 長崎県

4 宮城県 12 群馬県 21 愛知県 26 京都府 34 広島県 43 熊本県

5 秋田県 13 埼玉県 22 三重県 27 大阪府 35 山口県 44 大分県

6 山形県 14 千葉県 54 ※和歌山県 28 兵庫県 36 徳島県 45 宮崎県

15 東京都 29 奈良県 37 香川県 46 鹿児島県

16 神奈川県 30 和歌山県 38 愛媛県

17 新潟県 39 高知県

18 山梨県

19 静岡県

53 ※長野県


